
広島市民間放課後児童クラブ補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、放課後等における児童の健全な育成を図るため、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第６条の３第２項の規定に基づく放課後児童健全育成事業（以下「放課後児童ク

ラブ」という。）を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、

広島市補助金等交付規則（昭和３６年広島市規則第５８号。以下「交付規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助事業者） 

第２条 次に掲げる要件を全て満たす法人又は任意団体であり、かつ、次条の事業を実施するもの

のうち、市長が補助事業者として選定したものとする。なお、選定の手続については、別に定め

る。 

 ⑴ 代表者又は役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けるこ

とがなくなるまでの者ではないこと。 

 ⑵ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

よる手続をしている法人でないこと。 

 ⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 ⑷ 広島市競争入札参加者指名停止措置要綱に規定する指名停止の措置に該当しないこと。 

⑸ 法人税、消費税及び地方消費税、広島市税を滞納していないこと。 

（補助対象事業の要件） 

第３条 補助金の交付を受けることができる事業は、広島市児童福祉施設設備基準等条例（平成２

４年広島市条例第５８号）第８条に規定する基準を満たす事業であって、かつ、次に掲げる要件

を全て満たさなければならない。 

 ⑴ 事業内容 

次の内容、機能を有するものとすること。ただし、スポーツクラブや塾等を主たる目的とす

るものは除く。 

  ア 児童の健康管理、情緒の安定の確保 

  イ 出欠確認を始めとする児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保 

  ウ 児童の活動状況の把握 

  エ 遊びの活動への意欲と態度の形成 

  オ 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の醸成 

  カ 児童が宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境の整備及び必要な援助 

  キ 基本的生活習慣を身につけさせることへの援助及び自立に向けた支援 

  ク 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施 

  ケ その他児童の健全育成上必要な活動 

 ⑵ 対象児童 

   広島市内に住所を有し、小学校に在学している児童であって、次のいずれかの事由により、

家庭において適切な保護を受けられないことが常態であると認められる者とする。 

ア 保護者が、就労のため、１週間のうち概ね４日以上、午後５時頃（広島市立学校の管理及

び学校教育法の実施に関する規則（昭和４２年広島市教育委員会規則第４号）第２５条第１

項第３号から第６号までに掲げる日（同条第２項の規定により同条第１項第３号から第６号

までに掲げる日を変更した場合は変更後の期間。以下「長期休業中」という。）については正

午頃）まで家庭にいないこと。 

イ 保護者が、疾病又は負傷の状態にあるか障害があること。 

ウ 保護者が、疾病又は負傷の状態にあるか障害がある親族等を常時介護していること。 

エ 保護者が、出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）に当たる日から出産日後８

週間に当たる日までの間であること。 



オ 保護者が、大学・専門学校等へ通学中であること。 

カ その他児童を保護できない特別の事由があること。 

⑶ 定員 

   １０人以上おおむね４０人以下とすること。 

 ⑷ 年間開設日数 

   本市が実施する広島市放課後児童クラブの開設日（以下に掲げる日を除く日）に準じ、その

開設日数以上の日数を開設すること。 

  ア 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

  イ 日曜日  

  ウ 広島市立幼稚園・学校夏季一斉閉庁日 

  エ １２月２９日から１２月３１日まで  

  オ １月２日から１月４日まで  

⑸ 開設時間 

   次に掲げる広島市放課後児童クラブの開設時間に準じ、その開設時間以上の時間を開設する

こと。 

ア 長期休業中・代休日・秋季休業日（イを除く。） 午前８時３０分～午後６時３０分 

イ 土曜日 午前８時３０分～午後５時 

ウ ア及びイ以外の日 午後１時～午後６時３０分 

 ⑹ 施設・設備 

   次の基準を満たすこと。 

ア 遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画（以下「専用区画」

という。）を設けなければならず、その面積は、児童１人につきおおむね１．６５㎡以上とす

ること。ただし、児童の安全上及び衛生上支障がないと認められるときは、専用区画を設け

ることに代えて、遊び及び生活の場としての機能のみを備えた区画（その面積が、児童１人

につきおおむね１．６５㎡以上のものに限る。）と静養するための機能のみを備えた区画とを

分離して設けることができる。 

イ 活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するためのロッカーのほか、生活の場と

して必要なカーペットや畳等を備えること。 

ウ トイレ、手洗い等の設備を有し、衛生及び安全が確保されていること。 

 ⑺ 管理者及び職員配置 

ア 放課後児童クラブを管理する者（管理者）を配置すること。 

イ 開設時間中は常時２人以上の職員を配置すること（うち１人は管理者と兼ねることができ

る。）。 

ウ イに掲げる職員のうち１人以上は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

（平成２６年厚生労働省令第６３号）第１０条第３項各号のいずれかに該当するものであっ

て、同項の研修を修了したもの（放課後健全育成事業者に新たに採用された者であって、そ

の新たに採用された日から起算して１年を経過する日の属する年度の末日までの間に当該研

修を修了することが見込まれる者を含む。）とすること。 

⑻ 保険加入 

  児童を対象とした施設賠償責任保険、傷害保険等の必要な損害保険に加入すること。 

 ⑼ 利用料 

対象児童の利用に当たっては、毎月、別表２に定める基準額を徴収すること。また、第５号

アからウまでに掲げる時間以外に放課後児童クラブを開設するサービス（以下「延長サービス」

という。）に係る利用料については、徴収することができる。 

なお、別表１に定める運営費補助の開設時間延長加算に係る補助金の交付を受ける場合にあ

っては、長期休業中（第４号アからカまでに掲げる日及び土曜日は除く。）の午前８時から午前

８時３０分までの間の延長サービスに係る利用料については、別表３に規定する額を上回らな



い範囲で徴収すること。 

 ⑽ 実費相当額の徴収 

前号の利用料のほか、おやつ代、昼食代、工作等の材料代、外出行事の際の対象児童の施設

利用料及び交通費に要する実費相当額、その他市長が認めた費用については徴収することがで

きる。 

なお、実費相当額を徴収した場合は、その収支及び内容について、保護者へ報告すること。 

 ⑾ 保護者との意見交換会の開催 

   補助事業者は、保護者と協働して事業を実施し、意見、要望の調整を行うため、保護者との

意見交換会を各年度に２回以上開催すること。 

 ⑿ 利用手続等 

   利用手続等については、広島市放課後児童クラブに準じて実施すること。 

 ⒀ 政治活動等の禁止 

特定の政治団体や宗教を利する事業でないこと。 

 ⒁ 関係法令等の遵守 

労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、その他

関係法令等を遵守して運営すること。 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費は、別表１に定めるとおりとする。 

２ 放課後児童クラブ以外の事業等を実施している事業者にあっては、放課後児童クラブに係る経

費とそれ以外の事業等に係る経費を明確に区分しなければならない。 

（補助金額） 

第５条 補助金額は、別表１に定める補助項目ごとの補助上限額と実支出額のいずれか低い方の額

とする。ただし、運営費補助については、補助上限額と実支出額のいずれか低い方の額から、利

用料年間徴収（見込）額を引いた額とする。 

２ 前項の規定により算出した年間の補助金額に、千円未満の端数があるときは、別表１に定める

補助項目ごとに、これを切り捨てる。 

３ 年度途中で放課後児童クラブを開設又は廃止する場合の別表１に定める運営費補助の基本額、

障害児受入補助及び送迎費補助における補助上限額については、その額をそれぞれ１２で除した

ものに、暦によって計算した事業実施月数を乗じて得た額とする。ただし、事業実施月数に、一

月に満たない端数がある月については、同表に定める補助上限額を１２で除した額を、その月の

日数で除し、かつ、その月における事業を実施した期間の日数を乗じて得た額とする。 

４ 年度途中で放課後児童クラブを開設又は廃止する場合の別表１に定める建物等の賃借料補助の

補助上限額については、暦によって計算し、一月に満たない端数がある月については、同表に定

める補助上限額を、その月の日数で除し、かつ、その月における事業を実施した期間の日数を乗

じて得た額とする。 

５ 前２項において補助上限額を算出した場合の補助金額については、第１項及び第２項の規定を

準用して算出する。 

（補助金交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる書類を、指定

期日までに市長に提出しなければならない。 

⑴ 民間放課後児童クラブ補助金交付申請書（様式第１号） 

⑵ 民間放課後児童クラブ実施計画書（様式第２号） 

⑶ 民間放課後児童クラブ収支予算書（様式第３号） 

⑷ 民間放課後児童クラブ開設・移転経費収支予算書（様式第４号） 

⑸ 役員等名簿 

⑹ 定款、寄付行為、団体の会則又は規約等 

⑺ その他市長が必要と認める書類 



（補助金交付決定） 

第７条 市長は、前条の補助金の交付申請があったときは、当該書類について審査し、補助金を交

付すべきと認めたときは、速やかに民間放課後児童クラブ補助金交付決定通知書（様式第５号）

により当該申請者に通知する。 

２ 前項の交付決定には、次に掲げる条件を付する。 

⑴ 補助金は、当該補助以外の目的に使用してはならないこと。 

⑵ 補助事業の内容を変更し、又は補助事業に要する予算を変更しようとするときは、あらかじ

め市長の承認を受けること。 

⑶ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。 

⑷ 補助事業の遂行が困難になったときは、遅滞なく市長に報告し、その指示を受けること。 

⑸ 補助事業に係る補助金の収支に関する帳簿や領収証書等の関係書類を、補助金の交付を受け

た年度終了後５年間保管すること。 

⑹ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の申告により補助金

に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、本事業仕入れに係る消費税相当額報告

書により速やかに市長に報告すること。 

⑺ 市長は前号の報告があった場合には、当該消費税等に係る仕入控除税額の全部又は一部の返

還を命ずるものとする。 

⑻ その他交付規則を遵守すること。 

３ 市長は、第１項の規定による審査により、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速

やかに補助金を交付しない決定を民間放課後児童クラブ補助金不交付決定通知書（様式第６号）

により当該申請者に通知する。 

４ 補助金は、第１項の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）からの民間放課後児童

クラブ（概算払）交付請求書（様式第７号）に基づき、原則として概算払いにより四半期ごとに

交付する。ただし、別表１に定める開設経費補助は、別途概算払いにより交付する。 

（計画変更の承認） 

第８条 補助事業者が、前条第２項第２号又は第３号に規定する市長の承認を受けようとする場合

には、次に掲げる書類（以下「変更申請書等」という。） を提出しなければならない。ただし、

中止又は廃止しようとする変更申請書等については、当該中止又は廃止しようとする日の６か月

前までに提出しなければならない。 

⑴ 民間放課後児童クラブ実施計画変更申請書（様式第８号） 

⑵ 民間放課後児童クラブ変更実施計画書（様式第９号） 

⑶ 民間放課後児童クラブ変更収支予算書（様式第１０号） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、変更申請書等の提出があった場合には、前条第１項の交付の決定を変更し、又は、全

部若しくは一部を取り消すことができる。 

３ 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに民間放課後児童クラブ事業変更承認（不承認）通

知書（様式第１１号）により補助事業者に通知する。 

４ 市長は、補助事業を年度の途中で中止又は廃止しようとする変更申請書等の提出があった場合

において、当該中止又は廃止が放課後児童クラブの利用児童の処遇上問題があると認めたときは、

当該中止又は廃止を当該年度の末日まで延期させることができる。 

５ 第１０条第３項から第５項までの規定は、第２項の規定による交付の決定を全部又は一部を取

り消した場合について準用する。 

（実績報告及び補助金の精算等） 

第９条 補助事業者は、毎月の事業実施状況を民間放課後児童クラブ実施状況報告書（様式第１２

号）により、翌月の１０日又は年度の末日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項に定める報告により、事業の実施状況が計画内容と著しく異なる場合は、是正を



求めることができる。 

３ 補助事業者は、補助対象事業を完了した日若しくは補助対象事業の廃止の承認を受けた日から、

１０日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、次

に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

⑴ 民間放課後児童クラブ補助事業実績報告書（様式第１３号） 

⑵ 民間放課後児童クラブ実績報告書（様式第１４号） 

⑶ 民間放課後児童クラブ収支決算書兼精算書（様式第１５号） 

⑷ 領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその写し（市長が必要と認めるものに限る。） 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

４ 市長は、前項の規定による報告を受けた場合においては、報告書類の審査並びに必要に応じて

行う現地調査等により、補助事業の実施状況が交付の決定内容及びこれに付した条件に適合する

ものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、第７条第４項の規定により交付された

補助金の範囲内で補助金額を確定するものとする。なお、補助事業の審査において、助成金及び

補助金（この要綱に基づく補助金を除く。）等の収入は補助金額から控除するものとする。 

５ 市長は、前項の規定により補助金額が確定した場合は、民間放課後児童クラブ補助金額確定通

知書（様式第１６号）により補助事業者に通知する。 

６ 市長は、第４項の規定により補助金額が確定した場合において、第７条第４項の規定により交

付された補助金に残額が生じている場合は、補助事業者に返還を命ずるものとする。 

７ 補助事業者は、前項の規定による命令を受けたときは、速やかにこれを返還しなければならな

い。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１０条 市長は、補助事業者がこの要綱の規定に違反した場合のほか、交付規則第１８条第１項

各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことが

できる。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があ

るものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取り消しをしたときは、速やかにその決定を民間放課後児童クラ

ブ補助金（取消・一部取消）決定通知書（様式第１７号）により、補助事業者に通知するものと

する。 

４ 市長は、第１項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消に係る部分に

関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

５ 補助事業者が、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときに納付すべき加算金及び延滞

金の額は、交付規則第２０条第１項及び第２項の規定による。 

（財産の処分の制限） 

第１１条 交付規則第２３条の規定により市長が定める財産の処分の制限がかからなくなるために

必要な期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定め

る期間とする。 

（個人情報の保護） 

第１２条 補助事業者は、個人情報の取扱いについて、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守しな

ければならない。 

（委任規定） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、こども未来局長が

定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月２２日から施行する。 

 



 附 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年７月１８日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２９年１０月３日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年６月２０日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年３月２４日から施行し、令和２年１月１６日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年９月１日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和４年２月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和４年１１月１６日から施行し、令和４年４月１日から適用する。ただし、別表



１の放課後児童支援員等処遇改善事業補助の改正は、令和４年１０月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和５年４月３日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

  附 則 

 この要綱は、令和５年９月２日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、決裁日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第３条、第４条、第５条関係） 

補助対象経費 補助項目 補助上限額 

運営に係る人件費及び物件費（ただし、

建物等の賃借料補助及び障害児受入補

助、送迎費補助の補助対象経費、おやつ

代、外出行事の際の対象児童の施設利用

料及び交通費、その他保護者から実費相

当額を徴収した経費を除く。） 

１ 

運
営
費
補
助 

⑴ 基本額 

年間平均登録 

児童数 

１～９人 

※開設初年度及びその翌

年度のみ補助 

７,１５４,０００円／年 

年間平均登録 

児童数 

１０～３５人 

８，８３０，０００円＋（年

間平均登録児童数－１０

人）×５４，０００円／年 

年間平均登録 

児童数 

３６人以上 

※４４人以上は一律 

１０，１９０，８００円＋

（年間平均登録児童数－３

６人）×１０，８００円／

年 

⑵ 開設日数加算 
（年間開設日数－２５０

日）×４２，０００円 

⑶ 長期休業加算 

長期休業中の開設日数（第

３条第４号ア～オまでに掲

げる日及び土曜日は除く。）

×２０，２００円 

⑷  開設時間

延長加算 

※長期休業中（第

３条第４号アか

らカまでに掲げ

る日及び土曜日

は除く。）につい

ては、午前８時か

ら開設すること。

ただし、利用する

児童がいない場

合は、第３条第５

号アに規定する

時間どおり開設

することも可能

とする。 

延長基本額 

長期休業中の開設日数（第

３条第４号アからオまでに

掲げる日、土曜日及び午前

８時３０分より前に利用す

る児童がいない日は除く。）

×１，１２３円 

負担軽減

対応加算 

 

市民税非

課税世帯

等 

補助事業者が定めた年間利用

料と同額 

１人当たり２，４００円／年 

を上限とする。ただし夏季休 

業終了後に利用を開始する世

帯の場合は１人当たり１，２

００円／年を上限とする。 

多子世帯 

※同一世

帯の兄弟

姉妹が、同

時期に、開

設時間延

長加算の

対象とな

る延長サ

ービスを

利用して

いる場合

を対象と

する。 

２人目 

補助事業者が定め

た年間利用料に２

分の１を乗じて得

た額 

１人当たり 

１，２００円／年

を上限とする。 

ただし夏季休業

終了後に利用を

開始する世帯の

場合は１人当た

り６００円／年

を上限とする。 

３人目

以降 

補助事業者が定め

た年間利用料と同

額 

１人当たり 

２，４００円／年

を上限とする。た

だし夏季休業終

了後に利用を開

始する世帯の場

合は１人当たり 

１，２００円／年

を上限とする。 



障害児が在籍して

いる場合におい

て、障害児（者）

に係る研修の受講

や個々の指導員が

有する経歴、資格

等から、障害児を

受け入れるための

専門的知識を有す

ると市長が認める

者を配置するため

の費用 

障害児が１人以上

在籍している場合 

２ 障害児受入補助 

２，２３２，０００円／年 

障害児が２人以上

在籍しており、市

長が認める場合 

４，４６５，０００円／年 

障害児が６人以上

在籍しており、市

長が認める場合 

６，６９６，０００円／年 

障害児が９人以上

在籍しており、市

長が認める場合 

８，９２８，０００円／年 

建物、土地及び駐車場を賃借して事業を

実施する場合の賃借料、共益費及び管理

費 

３ 建物等の賃借料補助 

（定員※×１．６５㎡＋２

０．００㎡）×月額４，２

５３円／１．６５㎡ 

※最大４４人 

 

保護者から費用を徴収せずに、授業終了

後の学校から放課後児童クラブへの移

動時や、放課後児童クラブからの帰宅時

等に、地域において児童の健全育成に関

心を持つ高齢者や主婦等による児童へ

の付き添いや、バス等による送迎を行う

場合の費用 

※バス等車両に係る経費は燃料費のみ

対象 

４ 送迎費補助 ５８１，０００円／年 

放課後児童クラブを

新たに実施するため

に必要な改修、設備

の整備・修繕及び備

品の購入を行う費用 

 

礼金及び開設前月分

の賃借料（開設準備

経費） 

①開設準備経費

を含まない場合 

５ 開設経費補助 

 

※①～④に掲げる補助については、１施設につき１

回限り、いずれかのみとする。 

５，０００，０００円／回 

②開設準備経費

を含む場合 
５，６００，０００円／回 

放課後児童クラブを

新たに実施するため

に必要な設備や備品

の購入を行う費用 

 

礼金及び開設前月分

の賃借料（開設準備

経費） 

③開設準備経費

を含まない場合 
１，０００，０００円／回 

④開設準備経費

を含む場合 
１，６００，０００円／回 

既存の放課後児童クラブを実施する施

設において、障害児を受け入れるために

必要な改修、設備の整備・修繕及び備品

の購入を行う費用 

１，０００，０００円／年 

耐震性の確保された建物へ移転する場

合の移送費及び移転先の改修費用 

６ 移転経費補助 

※１施設につき１回限りとする。 
２，５００，０００円／回 

 



放課後児童クラブの職員の処遇改善と

して、賃金改善を行うために必要な費用 
７ 放課後児童支援員等処遇改善事業補助 

１１，０００円×（賃金改

善を行う常勤職員数＋１か

月当たりの勤務時間数÷就

業規則等で定めた常勤の１

か月当たり勤務時間数によ

り算出した非常勤職員数）

／月 

 

別表２（第３条関係） 

料金区分 利用料金 

Ａ 

就学援助受給世帯 

生活保護受給世帯等 

市民税非課税世帯 

無料 

Ｂ 

こども医療費補助受給世帯 

ひとり親家庭等医療費補助受給世帯 

重度心身障害者医療費補助受給世帯 

３，０００円 

Ｃ 上記以外の世帯 ５，０００円 

備考 

 １ 料金区分がＢ又はＣに該当する世帯において、月の１５日までに利用を中止する場合及び月

の１６日以降に利用を開始する場合にあっては、当該月の利用料金を半額とする。 

 ２ 料金区分がＢ又はＣに該当する世帯において、放課後児童クラブの利用を取りやめて、同月

に新たに他の放課後児童クラブで利用を開始する場合にあっては、新たに利用開始する放課後

児童クラブの利用開始当月の利用料金は、すでに元の放課後児童クラブにおいて１か月分の利

用料金を徴収している場合は無料とし、半額の利用料金を徴収している場合は半額とする。 

 ３ 料金区分がＢ又はＣに該当する世帯において、同一世帯に２人以上の利用児童がいる場合に

あっては、利用児童のうち、２番目の年少者を半額（前１項に該当する場合にはさらにその半

額）、３番目以降の年少者を無料とする。次表において同じ。 

 ４ 「市民税非課税世帯」は、利用申込書に記載の保護者及び同居する親族の市町村民税（４月

から６月に利用を開始する場合にあっては前年度のもの。７月から翌年３月に利用を開始する

場合にあっては当年度のもの）が課されていない世帯とする。次表において同じ。 

 ５ 児童の保護者が、児童福祉法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う

者又は第６条の４に規定する里親である場合は、料金区分Ａに該当するものとする。次表にお

いて同じ。 

 

別表３（第３条関係） 

料金区分 利用料金 

Ａ 

就学援助受給世帯 

生活保護受給世帯等 

市民税非課税世帯 

無料 

Ｂ 

こども医療費補助受給世帯 

ひとり親家庭等医療費補助受給世帯 

重度心身障害者医療費補助受給世帯 

２，４００円 

Ｃ 上記以外の世帯 ２，４００円 

※夏季休業終了後に利用を開始する世帯の年間利用料の上限額は、補助事業者が定めた年間利用料に２分の１を乗じ

て得た額とする。 


